
経済産業省は、企業の壁を 経済産業省 ・「早期事業再生ガイドライン 早期事業再生の慣行定着に 政府の取り組むべき課題につ
越えた大胆な事業再編や産 （案）」を作成、2月14 日よりパ 向けて、官民の取り組むペ いては、関係省庁と協力しつ
業再編を促進するために、 プリックコメントを開始（20 日 き課題を提案。 つ迅速に制度を整備し、民間
産業活力再生特別措置法を
平成 1 4 年度中に抜本強化
に向けて見直す。その際、
あわせて時限的に設備廃
棄 ・雇用調整等の円滑化、
企業組織再編の円滑化、分
離独立による再生等を通じ
た産業再編の促進を図る。

迄）。2 月下旬に正式公表。 が取り組むべき課題について
は、広く関係者に働きかける。

関係府省は、中堅企業等の 財務省、経 日本政策投資銀行において、 経営改革に遅れの見られる中 15年3月期決算を受けた経営 ①14年度内に実績が出る方
徹底 した経営改革を推進す 済産業省 中堅企業等の徹底した経営改 堅企業等において抜本的経営 改革計画等への対応。 向で調整中．。
るため、事業再生を進める 革を推進するための融資制度 改革計画が策定 （融資相談中 ②15年3月期決算を受けた経
融資制度を整備する。 （事業構造改革促進融資）を

創設 （平成14年7月16日）。
の企業において実施）。 営改革計画の策定等に伴い

実績増加の見通し。
③16年3月期決算を受けた経
営改革計画の策定等に適切

に対応。

経済産業省は、平成14年度 経済産業省 ・戦略的基盤技術力強 ・現在、産学官連携 ①第156回国会会期末
から、政府系研究所と中小 化事業 （平成15年度 事業である地域 「戦略的基盤技術力
企業との連携強化等を推進 新規予算）について 新生コンソーシア 強化事業」の公募 ・
することによ・リ、新分野に 31．9億円を確保 （政 ム研究開発事業 採択。
挑戦する中小企業の戦略的
技術開発を支援する。

府原案）。 （中小企業枠）を
実施中。
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●

関係府省は、協力して、消
費者・利用者が環境に優し
い製品選択を拡大する観点
から、平成14年度からエ
コマーク、環境Jl S、省
エネラベリング制度等によ
る消費者選択への誘因の充
実強化を図る。

経済産業省 ・環境JIS第2弾として、平成
14年7月の建築基準法改正を
受けて、シックハウス対策の
ためのJISを整備する。平成
15年1月20日付けに制定公示
されたJIS A1901（小型チャ
ンパー法）を始めとして、平
成15年3月20日までに建築内
装材、塗料、接着剤、断熱材
など　45の建材関連のJISに
ついても制定・改正公示する
予定である。

・今後のシックハウス対策
として活用が期待される。
また、実際の室内空気中の
ホルムアルデヒドやVOC（揮
発性有機化合物）濃度の予
測も可能となり、更に、共
通の測定方法をJIS化するこ
とによって、測定データの
互換性・有効活用が図ら
れ、ホルムアルデヒドやVOC
放散量の低い建材の開発、
普及拡大に寄与できる。

・揮発性有権化合物くVOC）
に関する試験方法について
の検討が必要である。

・JIS制定のための調査研究
等に取り組む。

・平成15年1月開催の第8回日
本工業標準調査会環境・資源
循環専門委員会において、環
境JIS策定中期計画の改定
案、及び、分野別環境配慮規
格整備方針の検討状況につい
て、議論を行った。平成15年
3月開催予定の第9回環境・資
源循環専門委員会において、
上記整備方針及び中期計画を
報告する予定である。

・環境JIS策定中期計画の改
定により、新たな環境JIS
テーマが発掘され、3Rを始
めとした環境配慮に寄与で
きる。分野別に環境配慮規
格整備方針を示すことによ
り、規格における環境負荷
低減が促進される。

・環境JIS策定中期計画につ
いては、毎年度見直しを実
施する。環境配慮規格整備
方針については、技術革新
等に基づき随時修正を実施
する。

政策目標A・経産省・基本方針2002（経済活性化戦略） Page32



関係府省は、地球温暖化対
策を進める観点から、低公
害車……の開発・普及に係
る民間企業の取り組みを促
進し、新たな需要や産業の
創出を円滑化する。

経済産業省 クリーン工ネル
含む低公害車（以下「低公害
車」という）の開発・普及を
促進するため、平成14年度
に引き続き、平成15年度も
以下の施策を実施する。
（予算措置）
・天然ガス自動車、ハイブ
リッド自動車等のクリーンエ
ネルギー自動車の導入に対す
る補助、天然ガス等の燃料等
供給施設の設置に対する補助
を実施。（平成15年度予算
案：154億円）
・大型ディーゼル車に代替す
る次世代低公害車の技術開発
を推進。（平成15年度予算
案：10億円）

（税制措置等）
・低公害車に係る自動車税の
グリーン化及び自動車取得税
の軽減、天然ガス等の燃料等
供給施設に係る固定資産税の
軽減等の税制措置を実施。
（平成15年度より、L PG

自動車、燃料電池自動車、水
素供給施設を新たに対象に追
加。）
・平成15年度より、新たに
低PM車に係る自動車取得税
の軽減措置を創設。
・低公害車の導入に対し、日
本政策投資銀行等の政府系金
融機関による低利融資を実
施。

・自動車メーカーによる車
種拡大努力や、政府の普及
支援策等により、クリーン
エネルギー自動車を含む低
公害車の普及台数は着実に
増加。（平成14年3月未：
217万台　→　平成14年9月
未（暫定）：323万台）

・今後とも、これらの施策
を実施することにより、自
動車メーカーの一層の技術
開発や、ユーザーへの普及
拡大を促し、我が国自動車
産業の国際競争力の強化に
寄与することを期待。

①
予算措置については、平成
15年度予算案が第156国会で
成立予定。また、税制措置
については、地方税法改正
案が第156国会で制定予定。

②、③
低公害車の開発・普及に係
る施策内容を自動車メー
カー、ユーザーに対しPR
を実施。
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文部科学省、経済産業省
は、関係府省と協力して、
平成14年度、日本の文化
の産業化を推進する。

経済産業省
文部科学省

・rコンテンツ流通促進検討会の開
催」　コンテンツ・ビジネスモデル
の進化・発展を加速するために必要
な方策を検討、平成14年7月に報
告書を取りまとめた。
・コンテンツファイナンス研究会を
設立し、信託関連法、商品ファンド
法の見直しなどにより、外部資金の
調達が容易となるような環境整備に
ついて議論を行った。（平成14年
度中に提言とりまとめ）
・「コンテンツ海外流通促進機構の
設立」　著作権関係団体やコンテン
ツ産業等が積極的に海外に事業展開
を図るとともに、海外における海賊
版対策を講じていくための民間組織
として、文化庁と経済産業省が関係
者に設立を呼びかけ、平成14年8
月2日に設立。本機構は平成14年
4月に発足した知的財産全体の保護
を促進する民間組織である「国際知
的財産保護フォーラム」に参加して
いる。

・放送番組等の作成等に係る下請
取引を規制対象に追加すること等
を柱とした「下請代金支払遅延等
防止法の一部を改正する法律案」
を第156回通常国会に提出。
・アニメーションにおけるモデル
契約の策定を行い、適切な契約を
励行した。
・「対中官民合同ミッション（平
成14年12月）」、r日中韓三
カ国コンテンツ産業シンポジウム
（14年12月）」、「日台ホッ
トライン（14年度立ち上げ）」
等において、中国、韓国、台湾の
コンテンツ担当部局に海賊版取締
り強化の働きかけを行った。

・コンテンツ産業においては、コ
ンテンツそのものの価値を創り出
す制作部門が流通及び消費段階に
おけるボトルネックにより「下請
化J L、必ずしも成果に応じたリ
ターンが得られない結果、優秀な
人材を確保し続けることができ
ず、本来のポテンシャルを発揮で
きない状況。
・アジアを中心に強い競争力を有
している我が国コンテンツは、海
賊版の横行により、正規版コンテ
ンツによる海外展開が困難な状
況。
コンテンツ産業の発展、国際競争
力強化は、コンテンツ産業自体の
付加価値増、雇用拡大のみなら
ず、観光、製造業等を含む我が国
の「ブランド価値」向上に資する
ものである。　こうした認識か
ら、コンテンツ産業の海外展開の
強化、東京映画祭等各種イベント
の有効活用により、「ジャパン・
ブランド」価値の向上を図る。

③関係事業者に対し、取引関係に
ついてのアンケート、ヒアリング
等の実態調査を行う。
③総務省とも連携しつつ、アニメ
以外のモデル契約の策定を行う。
⑨コンテンツ海外流通促進機構等
民間団体や各企業において海賊版
対策、海外展開を促すため、コン
テンツの種類別に損害の実数推計
や侵害者の大まかな分布などの基
礎的なデータにつき、アジア地域
における我が国コンテンツの海賊
版に関する実態調査などを実施す
る。
⑨東京国際映画祭を頂点とする地
方を含む国内映像イベントの再
編・強化を図り、ブランドカの強
化、観光・製造業等他産業との連
携強化を行う。
（診国内コンテンツ産業による海外
展開を拡大するため、J ETRO
等も活用し、見本市機能の拡充、
海外進出等に対する支援策の創設
を図る。
③イベント、見本市などの活用に
よるコンテンツ産業をコアとした
「ジャパンブランド」の確立を含
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関係府省は、平成14年度
から、人材育成、映像やコ
ンテンツの流通市場の構
築、知的財産権保護等の推
進を通じて、ゲームソフ
ト、アニメーション、放送
ソフト等コンテンツ産業を
育成する。

経済産業省 ・「コンテンツ流通促進検討会の開
催」　コンテンツ・ビジネスモデル
の進化・発展を加速するために必要
な方策を検討、平成14年7月に報
告書を取りまとめた。
・コンテンツファイナンス研究会を
設立し、信託関連法、商品ファンド
法の見直しなどにより、外部資金の
調達が容易となるような環境整備に
ついて議論を行った。（平成14年
度中に提言とりまとめ）
・「コンテンツ海外流通促進機構の
設立」　著作擢関係団体やコンテン
ツ産業等が積極的に海外に事業展開
を図るとともに、海外における海賊
版対策を講じていくための民間組織
として、文化庁と経済産業省が関係
者に役立を呼びかけ、平成14年8
月2日に設立。本機構は平成14年
4月に発足した知的財産全体の保護
を促進する民間組織である　r匡I際知
的財産保護フォーラム」に参加して
いる。
・コンテンツ制作基盤ツール等の開
発、プロデューサー・クリエイター
の発振、育成のためのコンテンツ制
作プロジェクト支援を実施（平成1
4年度）。

・放送番組等の作成等に係る下請
取引を規制対象に追加すること等
を柱としたr下請代金支払遅延等
防止法の一部を改正する法律案」
を第156回通常国会に提出。
・アニメーションにおけるモデル
契約の策定を行い、適切な契約を
励行した。
・r対中官民合同ミッション（平
成14年12月）」、「日中韓三
カ国コンテンツ産業シンポジウム
（14年12月）」、「日台ホッ
トライン（14年度立ち上げ）」
等において、中国、韓国、台湾の
コンテンツ担当部局に海賊版取締
り強化の働きかけを行った。
コンテンツ制作基盤ツール等の開
発、プロデューサー・クリエイ
ターの発掘、育成のためのコンテ
ンツ制作プロジェクト支援を実施
（平成14年度）。3DCGなど

高度な技術を活用した優れた作品
とともに、優秀なクリエーターを
創出した。

・コンテンツ産業においては、コンテンツその
ものの価値を割り出す制作部門が流通及び渚費
段階におけるボトルネックにより　r下鯖化J
L、必ずしも成果に応じたリターンが得られな
い結果、優秀な人材を確保し続けることができ
ず、本来のポテンシャルを発揮できない状況。
・アジアを中心に強い根争力を有している我が
国コンテンツは、海賊版の横行により、正規版
コンテンツによる海外展開が困難な状況．
・コンテンツ産業は、ひとつのコンテンツを
様々な形で戦鴫的に活用することにより、その
経済的価値が飛戚的に拡大する特質がある。
こうした戦輪的活用を行うためには、コンテン
ツ産業の足腰の強化としてのクリエーターの育
成はもとより、節連法制（著作権法、契約法な
ど）、資金窮達手法、海外との取引実務などの
知織・ノウハウといったプロデュース機能を
もった人材（プロデューサー）が不可欠。

また、ブロードバンド時代の到来に向けてイ
ンフラ等の整備が進みつつある一方、優れたク
リエーターのアイデアを実現する技術的ボトル
ネックにより、新しいコンテンツビジネスが進
展していない。
・こうした認練の下、プロデュース機能の知
醜・ノウハウを体系化するとともに、具体的な
人材育成手法を策定するとともに、技術的課題
への対応を図り、クリエーションがビジネスに
結びつき、クリエイターに利益が還元され、優
れたコンテンツが生み出され続ける環境を整備
することが重要。
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飼係事業者に対し、取引関係についてのアン
ケート、ヒアリング等の実態調査を行う．

務省とも連携しつつ、アニメ以外のモデル
契約の策定を行う

コンテンツ海外流通促進機構等民間団体や各
企業において海賊版対策、海外展開を促すた
め、コンテンツの種類別に損害の実数推計や侵
害者の大まかな分布などの基礎的なデータにつ
き、アジア地域における我が国コンテンツの海
賊版に関する実態調査などを実絶する．
（診プロデュース機能強化のための基盤整備を行
う．エンタテイメント関連法制、資金調達手
法、マーケティング手法、資金管理手法、海外
との取引の実務などを盛り込んだ具体的なプロ
デューサー育成のためのプログラムを策定する
とともに、実験的に当該プログラムをいくつか
の機関で実施し、さらにその評価を行う。
⑧ブロードバンドコンテンツの流通拡大を目指
すとともに、クリエーターの斬新なアイデアを
実現するため、配信技臥　セキュリティ技術な
どブロードバンド事業参入の技術的課題につい
て制作支援、事業化支援を行う。
⑨スキルスタンダードの設定、園内表彰制度の
再編などを含む体系だったクリエーション機能
強化プログラムを策定する。
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・・・関係府省は連携し 法務省 輸出入 ・港湾関連手続のシン 船会社、船舶代理店等、民 シングルウィンドウ化の円 （訪第156回国会会期末
て、平成 1 5 年度のできる 財務省 グルウィンドウ化について 間事業者に対しシステムの 滑な導入に向け、関連シス 関連システム間の接続試験
限り早期に輸出入 ・港湾関 厚生労働省 は、平成15年 7 月中の運用開 概要についての理解を深め テム間の接続試験を入念に を実施予定。

②平成15年末
連手続きのワンス トップ 農林水産省 始を目途に関係府省と連携、 運用開始時における利用拡 行う必要がある。

システムについて、よリー

サービス （シングルウィン 経済産業省 協力しつつ、鋭意システム開 大の素地を形成 した。

輸出入貿易管理に係る一連

の手続のペーパーレス化を

ドゥ化）を実現する。 国土交通省 発作業中。

平成14年10月から11月にかけ

平成15年 7 月中 （目途）の
運用開始後、その成果等の
検証を行う予定。

③それ以降
て、全由6 箇所で、船会社、

船舶代理店等利用者への関係

進展 した。 層の理解を得え、多くの方
に利用してもらうために、

府省合同による説明会を実施 具体的な利用方法等の説明 上記検証等を踏まえつつ、，
した。

平成14年11月に通関情報処理
システム （N A C C S‘）と外
国為替及び外国貿易法に基づ
く輸出入許可 ・承認手続シス
テム （J E T R A S ）との連
携を開始した。

会を実施する必要がある。 見直しが必要なものについ

ては、適宜、措置 していく
予定。

文部科学省、経済産業省 経済産業省 ・産業クラスター計画関連予 約3800社の世界市場を目指 ①第156回国会会期末
は、関係府省と協力し、平 算として平成15年度予算案に す中堅 ・中小企業、約200の ②平成 15年末

成 1 4 年度から、バイオ、 385億円を計上。 大学の参加を得て、各プロ ③それ以降
l T 等地域に蓄積した知的 ジ工クト毎に推進組織が立 地域経済を支え、世界に通

資産を活用し、知的クラス ち上がり、産学官の人的 用する新事業が次々と展開
クー創成事業や産業クラス ネットワークが形成され、 される産業集積を形成する

クー計画を相互に連携しつ 実用化技術開発の取組みが ため、産業クラスター計画

つ推進する。 進むなど、新事業創出の成

果が見えつつある。

の一層の推進を図る。
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・地域ごとに文部科学省、経 ・全国で 8 つの r地域クラ ・知的クラスター創成事業 ①第156回国会会期末

済産業省、地方自治体、その スター推進協議会」が設置 の成果 （技術シーズ）が産 「地域クラスター推進協議
他関係機関による 「地域クラ 若しくは設置予定となって 業クラスター計画で効率的 会」の内容の充実を図る。
スター推進協議会 （仮称）」 おり、知的クラスター創成 に事業化されるよう情報交
を設置。 事業と産業クラスター計画

の進捗状況報告等を通じて
連携を図っている。

換を密にしていくことが必

要。

・地域ごとに文部科学省と経
済産業省の両省事業の成果に
関する 「合同成果発表会」を
年 1 回程度開催。

・当面、全国で3つの「合同成
果発表会」を開催する予定。

①第156回国会会期末
残りの5地域において「合同成
果発表会」を開催する。

関係府省は、F T A など経 経済産業省 ・韓国との経済連携強化 ・韓国との間で日韓F T A ・両国の関税撤廃 （り日韓 F T A 共同研究会第
済連携を推進 ・強化するこ 共同研究会第3 回会合 （1 ・韓国人に対する査証免除 5 回会合を4 月 1 4 日～ 1
ととし、これに必要な課題 2 月 4 日～ 5 日 ：於釜 ・日韓 F T A 共同研究会に 5 日にソウルにて開催予
の克服に取り組む。 山）、第4 回会合を開催 おける両国の非関税措置の 定。

（2 月 6 日～ 7 日 ：於東
京）

扱い方 （》共同研究会の下にN T M
協議会を設置する予定。
③ 2 0 0 4 年 7 月以前ので
きるだけ早期に共同報告書
作成する予定。
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● ●

・メキシコとの経済連携強化 ・メキシコとの間で日墨E
PA第2回首席代表レベル
会合を開催（2月17日～
19日：於東京）

・両国の関税撤廃
・メキシコ側のビジネス環
境整備
・サービス自由化
・投資ルールの整備
・政府調達ルールの整備
・二国間協力
・競争政策、基準認証
・ビジネス環境整備
・知的財産権

白墨EPA第3回
表レベル会合を5月12日
～16日にメキシコにて開
催予定。
③交渉開始後1年程度で、
できるだけ早く実質的に交
渉を終了させることを目
標。

・アセアンとの経済連携強化 ・日アセアン包括的経済連携
委員会を開催し、今後の進め
方やスケジュール等について
議論を行った。（3月10日：於
マレーシア）
・タイとの間で第3、第4回日タ
イ経済連携作業部会を開催。
（11月25日於タイ、3月18日
～19日：於東京）
・フィリピンとの間で第3回日
フィリピン経済連携作業部会を
開催（2月22日～23日目：於
フィリピン）
・マレーシアとの間で2002年
12月の日馬首脳会談を踏ま
え、本年2月の平沼大臣とラ
フイダ馬通産大臣の会談にお
いて、両国間の経済連携につ
いて作業部会による検討を開
始することで合意。

・各国の経済発展の格差及び
センシティブな分野への配慮

アセアン全体、フィリピン、
ィ、マレーシア等との経済連携
を推進
②日アセアンについては、
i）日アセアン包括的経済連
携委員会にて経済連携につい
て枠組みを策定し、首脳間で
合意。
ii）10年以内のできるだけ早
期の経済連携の実現に向け、
2004年から2年程度で協定
交渉を行うことを目指す。
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●

関係府省は、各種障壁を撤
廃し、制度の共通化・統一
化を進めた「東アジア自由
ビジネス圏」の創設に向
け、平成14年度から環境
整備を行う

経済産業省 との経済連携強化 ・韓国との間で日韓FTA
共同研究会第3回会合（1
2月4日～5日：於釜
山）、第4回会合を開催
（2月6日～7日：於東

京）

・両国の関税撤廃
・韓国人に対する査証免除
・日韓FTA共同研究会に
おける両国の非関税措置の
扱い方

日韓FTA共同研究会第
5回会合を4月14日～1
5日にソウルにて開催予
定。
①共同研究会の下にNTM
協議会を設置する予定。
③2004年7月以前ので
きるだけ早期に共同報告書
作成する予定。

携強化 ・日アセアン包括的経済連携
委員会を開催し、今後の進め
方やスケジュール等について
詩論を行った。（3月10日：於
マレーシア）
・タイとの間で第3、第4回日タ
イ経済連携作業部会を開催。
（11月25日於タイ、3月18日
～19日：於東京）
・フィリピンとの間で第3回日
フィリピン経済連携作業部会を
開催（2月22日～23日目：於
フィリピン）　　　　　・マ
レーシアとの間で2002年12
月の日馬首脳会談を踏まえ、
本年2月の平沼大臣とラフイダ
馬通産大臣の会談において、
両国間の経済連携について作
業部会による検討を開始する
ことで合意。

・各国の経済発展の格差及び
センシティブな分野への配慮

アセアン全体、
ィ、マレーシア等との経済連携
を推進
②日アセアンについては、
i）日アセアン包括的経済連
携委員会にて経済連携につい
て枠組みを策定し、首脳間で
合意。
ii）10年以内のできるだけ早
期の経済連携の実現に向け、
2004年から2年程度で協定
交渉を行うことを目指す。
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●・

・その他の環境整備
（貿易金融EDl（TE＝）をア

ジア等における貿易の共通基
盤とすることに向けた取組を
推進。）

（域内における知的財産保護
の強化）

・韓国・台湾・シンガポー
ル・マレーシアとの貿易に
おいて、税関手続を含む実
際の貿易手続にTEDlを使
用。今後継続的な使用が見
込まれる。
・平成14年11月に
「ペーパーレス貿易に関す

る日韓官民協議会」を開
催。日韓間の貿易手続の電
子化に係るパイロットプロ
ジェクトの実施に向けた合
意がなされた。

・模倣品・海賊版対策の強
化については、二国間・多
国間交渉を通じ、知的財産
侵害の被害が生じている
国・地域に対し、模倣品取
締にかかる法令の整備、体
制の確保及び運用の改善に
ついて働きかけを行った。
特に、中国に対しては、官
民一体となった合同ミッ
ションを派遣し、中央政
府・地方政府に模倣品等取
締りの一層強化を要請し
た。

●

・ユーザーの利便性を踏ま
えたシステム運営が求めら
れる。
・ユーザーの拡大が課題。

・海外での我が国企業の知
的財産権侵害について、侵
害の詳細な実態把握が必
要。

政策目標Al経産省・基本方針2002（経済活性化戦略）

TEDlをアジア等における貿
易の共通基盤とするため、
①平成15年度早期に輸出
入・港湾関連手続のシング
ルウィンドウ化の実現が予
定されているが、それに合
わせてTEDはシングルウィ
ンドウシステム等との連携
を図る。
②アジア諸国等の税関手続
のためのシステムとの連携
を図る。

②アジア地域における海賊
版実態を調査し、コンテン
ツ種別に損害の実数推計や
新会社の大まかな分布など
の基礎的データを入手し、
コンテンツ海外流通促進機
構等民間団体や各企業にさ
らに詳細な調査及び実際の
対応を促す。
模倣品・海賊版被害の深刻
な国・地域に対して、引続
き模倣品等取締りの強化の
要請や、取締関係機関の能
力向上のための人材育成協
力等を行う。また、これら
の取組みにあたっては、産
業界と連携して行う予定。
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●

（海外でのインフラ整備事業
への日本企業参入促進）

・2002年12月「海外イン
フラ事業促進研究会」（貿
易経済協力局長の懇談会）
最終報告書をとりまとめ、
東アジア諸国等における海
外インフラ事業（民間の資
金・イニシアティブを活用
したインフラ整備事業）へ
の我が国企業の挑戦を後押
しするための政策的支援の
あり方等について提言。

・新たなビジネスチャンス
である海外インフラ事業へ
の我が国企業の参画促進に
向け、国・セクター別の情
報収集等や個別重要案件の
発掘・形成等が必要。

政策目標A・経産省・基本方針2002（経済活性化戦略）

②中国、フィリピン、ベト
ナムの電力等の国別・セク
ター別官民研究会の立ち上
げ。
②個別重要案件に関する事
業可能性調査（F／S）の実
施。
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● ●

（貿易投資円滑化・基準認証
分野におけるネットワーク構
築、人材育成等）

・アジア各国間の貿易円滑
化のためには、貿易投資関
連の人材育成も行っていく
必要がある。

政策目標A・経産省・基本方針2002（経済活性化戦略）

基準認証分野について、
3月上旬に開催予定の
ACCSq－METI（アセアン標準
化棲関と経済産業省との間
の政府間会合）において、
始動できるよう、日アセア
ン基準認証トセンター（Web
サイト）の具体的内容につ
いて調整を行っていく。
②2000年2月のUNC
TAD会合における小渕元
総理、2002年9月のヨ
ハネスブルグ・サミットに
おける小泉総理の表明を踏
まえ、2000年度からの
5年間で国際協力事業団と
（財）海外技術者研修協会

を通じて途上国の約4，5
00人を対象にした貿易投
資関連の人材育成支援を
行っていく。
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（中小企業等の海外での収益
性向上支援）

（その他）

・我が国企業の技術提携や
現地調査を支援すべく既に
アジア地域9カ国（9名）
に派遣している長期専門家
を、中国に対して追加的に
2名派遣し、我が国企業の
ビジネス促進の人的強化を
図った。

②アジアをはじめとした国
際市場に積極的に展開しよ
うとする我が国中小企業に
対し、海外でのビジネス活
動を支援するための諸事業
を実施する。具体的には、
販路拡大のためのマーケ
テイング調査、海外有望企
業とのマッチングを支援す
るコーディネーターのリテ
イン、海外展示会への参加
支援、等を実施する。

②各国研究機関とともに、
東アジアにおけるFTAの
効果分析、アセアン各国、
中国等における産業調査や
日本企業を含めた東アジア
展開、更には日本経済に及
ぼす影響を考察し、調査研
究結果をとりまとめ、「東
アジア経済会合」の開催を
通じて各国政府に政策提言
を行う。
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対内直接投資阻害要因を除 経済産業省 ・いわゆる 「合併等対価の柔 ・現在国会で審議中

・平成15年度予算案を作成

・本改正案の国会での通過
去する。このため、関係府 軟化」に関する商法の特例を 後、事業者からの申請を受
省は、国境を越えた合併 ・
買収に関する制度整備、政
府関係情報のワンス トッ
プ ・サービスの推進、地方

の特色を生かした企業誘致
施策、規制業種への対内投
資促進、外国人医師の受入
れ拡充や二国間社会保障協
定締結の促進を推進する。

含む産業活力再生特別措置法

の改正案を国会に提出中。こ
れにより、政府に計画認定を
受けた事業者は、外国会社を
含む親会社株式又は現金を対
価として合併等を行うことが
可能となることが期待され
る。

・政府関係情報のワンス トッ
プ ・サービスの推進につい

けて計画認定を行う。

・ワンス トップ ・センター
における一元的な情報提供

て、平成15年度予算で 「対内 （事業は 1 5 年度のもので や、海外における外国企業
直接投資誘致総合支援事業」 あるため、着実な実施に向 の誘致やその日本への沼へ
として、ワンス トップ ・セン

ターの新設、海外企業誘致事
業等、対内直接投資の誘致体
制を抜本的に強化する事業の
ための予算を計上。
（予算額：10億円＝新規）

・地域の特色を生かした企業
誘致施策について、平成15年
度予算で 「先進的対内直接投

けて準備中）

・平成15年度予算案を作成

いを行う。

・選定した自治体と協力し
資推進事業」として、地域の し、現在先進的自治体を公 て外国企業の誘致を実施す
情報分析、外国企業の招い、
企業誘致、進出企業立上支援
等、地域への対内直接投資の
拡大に資する事業のための予
算を計上。
（予算額：5 億円日新規1

募中 る。

（6）2 ② 内閣府等 対日投資会議専門部会が r対 平成14年度未までには特に ・外国人の生活環境の改 本年度末までにとりまとめ
対内直接投資拡大 ・頭脳流 日投資会議専門部会報告」を なし 善、外国人技術者、経営者 られている　r対日投資会議
人の拡大 とりまとめ、対日投資会議が などの入国管理の見直し、 専門部会報告」を確実に実

これを受けて声明を発表する
予定。

人材の確保の円滑化 施する。
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関係府省は、引き続き、電子商取
引、知的財産保護や標準化、競争
政策や投資にかかるルール作り
等、国際的ルール作りへ槙極的な
貢献を行う。

経済産業省
外務省
総務省
公正取引委員
会
財務省
文部科学省

・新ラウンドにおけるルール策定、
自由化に貢献すべく、非農産品市場
アクセス、アンチ・ダンピングの規
律強化、貿易と環境、貿易と投資、
貿易と競争など様々な分野におい
て、我が国としての提案文書を提出
してきたところ。
・2003年2月14～15日に
は、東京においてWTO非公式閣僚
会議を開催。経済産業省からは平沼
大臣が出席し、閣僚間での意見交換
を通じて、相互の問題意識について
理解を深めた。

・rコンテンツ海外流通促進機構の
設立」　著作権関係団体やコンテン
ツ産業等が積極的に海外に事業展開
を図るとともに、海外における海賊
版対策を講じていくための民間組織
として、文化庁と経済産業省が関係
者に設立を呼びかけ、平成14年8
月2日に設立。本棟鴇は平成14年
4月に発足した知的財産全体の保護
を促進する民間組織である　r国際知
的財産保護フォーラム」に参加して
いる。
・権利者、コンテンツ制作者、提供
事業者の間における権利情報などの
メタデータ交換インターフェイスを
統一し、EDl化するための仕組み
を開発するため、実地検証を実施。

・WTO新ラウンドの交渉期限は
2005年1月1日となってお
り、現在交渉継続中。

・r対中官民合同ミッション（平
成14年12月）」、r日中韓三
カ国コンテンツ産業シンポジウム
（14年12月）J、「日台ホッ
トライン（14年度立ち上げ）」
等において、中国、韓国、台湾の
コンテンツ担当部局に海賊版取締
り強化の働きかけを行った。
・権利者、コンテンツ制作者、提
供事業者の間における権利情報な
どのメタデータ交換インターフェ
イスを統一し、EDI化を実現。

・アジアを中心に強い競争力を有
している我が国コンテンツは、海
賊版の横行により、正規版コンテ
ンツによる海外展開が困難な状
況。
・ブロードバンド時代の到来に向
けてインフラ等の整備が進みつつ
ある中、不正コピー等の開題によ
り、新しいコンテンツビジネスが
立ち上がらない状況にある。

各交渉分野ごとに定められた交
渉スケジュールに則り、実質的な
交渉を進めていく。
②我が国としては、既存の貿易
ルールの強化（アンチ・ダンピン
グ等）や新たなルールの策定（投
資ルール等）、緒外国の関税引き
下げ等に重点を置き、産業界の
ニーズに留意した戦略的交渉を実
施していく。

③コンテンツ海外流通促進機構等
民間団体や各企業において海賊版
対策、海外展開を促すため、コン
テンツの種類別に損害の実数推計
や侵害者の大まかな分布などの基
礎的なデータにつき、アジア地域
における我が国コンテンツの海賊
版に関する実態調査などを実施す
る。
④コンテンツ流通関連事業者（権
利団体、利用者、配信事業者）の
実態調査を行い、コンテンツED
Iの業務仕様を明らかとし、これ
に従ったシステム開発と実証実験
を行う。
⑥ブロードバンドに関する配信技
術、セキュリティ技術、高画質の
動画表現技術等の技術的課題の解
決に対して補助することによりコ
ンテンツ制作事業者によるブロー
ドバンド事業参入に対するボトル
ネックの解消を図る。
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●

総務省及び関係府省は、平
成14年度中にアジア地域
におけるブロードバンド環
境整備の目標を明確化した
「アジア・ブロードバンド

計画」を策定するととも
に、アジア諸国との協働体
制を立ち上げ、官民の役割
分担等について検討を行
い、具体的な措置を盛り込
んだアクションプランを策
定する。

経済産業省
総務省
文化庁

・rコンテンツ海外流通促進
機構の設立」　著作権関係団
体やコンテンツ産業等が積極
的に海外に事業展開を図ると
ともに、海外における海賊版
対策を講じていくための民間
組織として、文化庁と経済産
業省が関係者に設立を呼びか
け、平成14年8月2日に設
立。本機構は平成14年4月
に発足した知的財産全体の保
護を促進する民間組織である
「国際知的財産保護フォーラ

ム」に参加している。
・権利者、コンテンツ制作
者、提供事業者の間における
権利情報などのメタデータ交
換インターフェイスを統一
し、EDl化するための仕組
みを開発するため、実地検証
を実施。

・r対中官民合同ミッショ
ン（平成14年12
月）」、r日中韓三カ国コ
ンテンツ産業シンポジウム
（14年12月）」、「日

台ホットライン（14年度
立ち上げ）」等において、
中国、韓国、台湾のコンテ
ンツ担当部局に海賊版取締
り強化の働きかけを行っ
た。
・権利者、コンテンツ制作
者、提供事業者の間におけ
る権利情報などのメタデー
タ交換インターフェイスを
統一し、EDl化を実現。

・アジアを中心に強い競争
力を有している我が国コン
テンツは、海賊版の横行に
より、正規版コンテンツに
よる海外展開が困難な状
況。
・ブロードバンド時代の到
来に向けてインフラ等の整
備が進みつつある中、不正
コピー等の問題により、新
しいコンテンツビジネスが
立ち上がらない状況にあ
る。

③コ ンテンツ海外流通促進機構等
民間団体や各企業において海賊版
対策、海外展開を促すため、コン
テンツの種類別に損害の実数推計
や侵害者の大まかな分布などの基
礎的なデータにつき、アジア地域
における我が国コンテンツの海賊
版に関する実態調査などを実施す
る。

③コンテンツ流通関連事業者（権
利団体、利用者、配信事業者）の
実態調査を行い、コンテンツED
lの業務仕様を明らかとし、これ
に従ったシステム開発と実証実験
を行う。
③ブロードバンドに関する配信技
術、セキュリティ技術、高画質の
動画表現技術等の技術的課題の解
決に対して補助することによりコ
ンテンツ制作事業者によるブロー
ドバンド事業参入に対するボトル
ネックの解消を図る。
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